
○
農
林
水
産
省
令
第
八
十
四
号

包
括
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
附
属

書
二
─
Ａ
第
三
編
第
Ｂ
節
第
一
款
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
協
定
を
実
施
す
る
た
め
、
包
括
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関
す

る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係

る
物
資
の
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

包
括
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定

に
基
づ
く
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
物
資
の
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
に
関
す
る
省
令

（
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
の
発
給
の
申
請
）

第
一
条

包
括
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協

定
附
属
書
二
─
Ａ
第
三
編
第
Ｂ
節
（
次
条
に
お
い
て
「
協
定
第
Ｂ
節
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
特
定
の
原
産
品
に
つ
い
て
の

関
税
上
の
特
恵
待
遇
（
第
三
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て
単
に
「
特
恵
待
遇
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は



、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
発
給
申
請
書
（
次
条
第
一
項
及
び
第
四
条
に
お
い
て
単
に
「
申
請
書
」

と
い
う
。
）
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
の
発
給
等
）

第
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
が
適
正
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
協

定
第
Ｂ
節
第
一
款
五
に
規
定
す
る
合
計
数
量
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
同
款
二
に
規
定
す
る
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
（
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
発
給
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
申
請
に
お
い
て
要
求
さ

れ
た
総
数
量
が
当
該
合
計
数
量
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
款
六
に
規
定
す
る
優
先
順
位
に
従
っ
て
発
給
す
る
も
の
と
す
る
。

２

証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

証
明
書
の
発
給
の
対
象
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
発
給
対
象
年
度
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
発
給
の
日
の
属
す
る
年
度
の

前
年
度
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

４

証
明
書
の
発
給
の
対
象
は
、
そ
の
発
給
対
象
年
度
中
に
、
協
定
第
Ｂ
節
第
二
款
に
規
定
す
る
原
産
品
と
し
て
関
税
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
七
条
の
輸
入

申
告
が
な
さ
れ
た
貨
物
で
あ
っ
て
、
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
貨
物
の
引
取
り
の
承



認
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
書
の
発
給
を
受
け
た
者
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
証
明
書
の
発
給
を
受
け
た
者
」
と
い
う
。

）
は
、
協
定
第
Ｂ
節
第
一
款
四
に
規
定
す
る
期
限
ま
で
に
、
法
そ
の
他
関
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
証
明

書
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
の
返
納
）

第
三
条

証
明
書
の
発
給
を
受
け
た
者
は
、
当
該
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
輸
入
申
告
番
号
に
つ
き
特
恵
待
遇
の
適
用
を
受
け
て

、
又
は
当
該
証
明
書
を
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
期
限
ま
で
に
税
関
長
へ
提
出
す
る
こ
と
な
く
当
該
期
限
を
経
過
し
て
、
法

第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
輸
入
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
税
関
長
か
ら
交
付
を
受
け
た
輸
入
許
可

書
の
写
し
を
添
付
し
た
上
で
、
遅
滞
な
く
、
当
該
証
明
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
表
）

第
四
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
書
の
提
出
時
期
及
び
提
出
先
、
添
付
書
類
そ
の
他
手

続
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
特
恵
待
遇
の
適
用
の
基
準
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則



こ
の
省
令
は
、
包
括
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の

間
の
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。



 

別記様式第１号（第１条関係） 

 

日英特恵輸入証明書発給申請書 

（    年度輸入許可前引取承認分） 

 

                                                 ※受 付 番 号             

                                                 ※受付年月日     年  月  日 

 

申 請 年 月 日     年  月  日 

申 請 者 氏 名 （ 名 称 ）                  

代 表 者 名                                                 

申 請 者 住 所                                  

電 話 番 号                  

申請数量の合計及び単位                  

 

（１）申請の明細 

関税分類番号 数量及び単位 輸入申告番号 
輸入許可前引取

承認年月日 
品  目 備   考 

      

      

      

      

 

（２）提出者 

法 人 名 称                  

部 署                  

提 出 者 氏 名                  

連 絡 先 電 話 番 号                  

メ ー ル ア ド レ ス                  

郵 便 番 号                  

住         所                  

委 任 者 と の 関 係                  

 

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

  ２ ※印のある欄には記入しないこと。 



 

別記様式第２号（第２条関係） 

 

日英特恵輸入証明書 

（    年度輸入許可前引取承認分） 

 

 

証 明 書 番 号                  

発 給 年 月 日     年  月  日 税関長への提出期限     年  月  日 

申請者氏名（名称）                  

代 表 者 名                                                 

申 請 者 住 所                                  

電 話 番 号                  

 

証明の内容 

関税分類番号 数量及び単位 輸入申告番号 
輸入許可前引取

承認年月日 
品  目 その他の事項 

      

      

      

      

      

 

 

                                                    農林水産大臣     

   

 


	農林水産省令第84号
	追加



